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第第第第４９４９４９４９号議案号議案号議案号議案 

            豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条

例例例例の一部改正についての一部改正についての一部改正についての一部改正について 

    豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例のののの

一部を改正する条例を次のように定めるものとす一部を改正する条例を次のように定めるものとす一部を改正する条例を次のように定めるものとす一部を改正する条例を次のように定めるものとする。る。る。る。 

        令和令和令和令和４４４４年年年年６６６６月月月月７７７７日提出日提出日提出日提出 

                                                                                    豊川市長豊川市長豊川市長豊川市長    竹竹竹竹    本本本本    幸幸幸幸    夫夫夫夫         

 

 

            豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条

例例例例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例    

    豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例豊川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例（（（（

平成２４平成２４平成２４平成２４年年年年豊川市条例第豊川市条例第豊川市条例第豊川市条例第４６４６４６４６号）の一部を次のよ号）の一部を次のよ号）の一部を次のよ号）の一部を次のよううううに改正する。に改正する。に改正する。に改正する。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

（（（（定義定義定義定義））））    （定義）（定義）（定義）（定義）    

第２条第２条第２条第２条    この条例において使用する用語の意この条例において使用する用語の意この条例において使用する用語の意この条例において使用する用語の意

義は、義は、義は、義は、移動等円滑化のために必要な道路の移動等円滑化のために必要な道路の移動等円滑化のために必要な道路の移動等円滑化のために必要な道路の

構造及び旅客特定車両停留施設を使用した構造及び旅客特定車両停留施設を使用した構造及び旅客特定車両停留施設を使用した構造及び旅客特定車両停留施設を使用した

役務の提供の方法に関する基準を定める省役務の提供の方法に関する基準を定める省役務の提供の方法に関する基準を定める省役務の提供の方法に関する基準を定める省

令令令令（平成（平成（平成（平成18181818年国土交通省令第年国土交通省令第年国土交通省令第年国土交通省令第116116116116号）にお号）にお号）にお号）にお

いて使用する用語の例による。いて使用する用語の例による。いて使用する用語の例による。いて使用する用語の例による。    

第２条第２条第２条第２条    この条例において使用する用語の意この条例において使用する用語の意この条例において使用する用語の意この条例において使用する用語の意

義は、義は、義は、義は、移動等円滑化のために必要な道路の移動等円滑化のために必要な道路の移動等円滑化のために必要な道路の移動等円滑化のために必要な道路の

構造に関する基準を定める省令構造に関する基準を定める省令構造に関する基準を定める省令構造に関する基準を定める省令を使用したを使用したを使用したを使用した

役務の提供の方法に関する基準を定める省役務の提供の方法に関する基準を定める省役務の提供の方法に関する基準を定める省役務の提供の方法に関する基準を定める省

令令令令（平成（平成（平成（平成18181818年国土交通省令第年国土交通省令第年国土交通省令第年国土交通省令第116116116116号）にお号）にお号）にお号）にお

いて使用する用語の例による。いて使用する用語の例による。いて使用する用語の例による。いて使用する用語の例による。    

    （歩道等（歩道等（歩道等（歩道等及び自転車歩行者専用道路等及び自転車歩行者専用道路等及び自転車歩行者専用道路等及び自転車歩行者専用道路等））））        （歩道等（歩道等（歩道等（歩道等及び自転車歩行者専用道路等及び自転車歩行者専用道路等及び自転車歩行者専用道路等及び自転車歩行者専用道路等））））    

第３条第３条第３条第３条    道路（自転車歩行者道を設ける道道路（自転車歩行者道を設ける道道路（自転車歩行者道を設ける道道路（自転車歩行者道を設ける道

路路路路、、、、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用自転車歩行者専用道路及び歩行者専用自転車歩行者専用道路及び歩行者専用自転車歩行者専用道路及び歩行者専用

道路道路道路道路を除く。）には、歩道を設けるものとを除く。）には、歩道を設けるものとを除く。）には、歩道を設けるものとを除く。）には、歩道を設けるものと

する。する。する。する。    

第３条第３条第３条第３条    道路（自転車歩行者道を設ける道道路（自転車歩行者道を設ける道道路（自転車歩行者道を設ける道道路（自転車歩行者道を設ける道

路路路路、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用

道路道路道路道路を除く。）には、歩道を設けるものとを除く。）には、歩道を設けるものとを除く。）には、歩道を設けるものとを除く。）には、歩道を設けるものと

する。する。する。する。    

２・３２・３２・３２・３    ((((略略略略))))    ２・３２・３２・３２・３    ((((略略略略))))    

４４４４    自転車歩行者専用道路の有効幅員は、豊自転車歩行者専用道路の有効幅員は、豊自転車歩行者専用道路の有効幅員は、豊自転車歩行者専用道路の有効幅員は、豊

川市道路構造の技術的基準を定める条例第川市道路構造の技術的基準を定める条例第川市道路構造の技術的基準を定める条例第川市道路構造の技術的基準を定める条例第

44441111条第１項に規定する幅員の値以上とする条第１項に規定する幅員の値以上とする条第１項に規定する幅員の値以上とする条第１項に規定する幅員の値以上とする

ものとする。ものとする。ものとする。ものとする。    

    

５５５５    歩行者専用道路の有効幅員は、豊川市道歩行者専用道路の有効幅員は、豊川市道歩行者専用道路の有効幅員は、豊川市道歩行者専用道路の有効幅員は、豊川市道

路構造の技術的基準を定める条例第路構造の技術的基準を定める条例第路構造の技術的基準を定める条例第路構造の技術的基準を定める条例第44442222条第条第条第条第

１項に規定する幅員の値以上とするものと１項に規定する幅員の値以上とするものと１項に規定する幅員の値以上とするものと１項に規定する幅員の値以上とするものと

するするするする。。。。    

    

６６６６    歩道歩道歩道歩道若しくは若しくは若しくは若しくは自転車歩行者道（以下「歩自転車歩行者道（以下「歩自転車歩行者道（以下「歩自転車歩行者道（以下「歩 ４４４４    歩道歩道歩道歩道又は又は又は又は        自転車歩行者道（以下「歩自転車歩行者道（以下「歩自転車歩行者道（以下「歩自転車歩行者道（以下「歩
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道等」という。）道等」という。）道等」という。）道等」という。）又は自転車歩行者専用道又は自転車歩行者専用道又は自転車歩行者専用道又は自転車歩行者専用道

路若しくは歩行者専用道路（以下「自転車路若しくは歩行者専用道路（以下「自転車路若しくは歩行者専用道路（以下「自転車路若しくは歩行者専用道路（以下「自転車

歩行者専用道路等」という。）歩行者専用道路等」という。）歩行者専用道路等」という。）歩行者専用道路等」という。）の有効幅員の有効幅員の有効幅員の有効幅員

は、当該歩道等は、当該歩道等は、当該歩道等は、当該歩道等又は又は又は又は自転車歩行者専用道路自転車歩行者専用道路自転車歩行者専用道路自転車歩行者専用道路

等等等等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮

して定めるものとする。して定めるものとする。して定めるものとする。して定めるものとする。    

道等」という。）道等」という。）道等」という。）道等」という。）又は自転車歩行者専用道又は自転車歩行者専用道又は自転車歩行者専用道又は自転車歩行者専用道

路若しくは歩行者専用道路（以下「自転車路若しくは歩行者専用道路（以下「自転車路若しくは歩行者専用道路（以下「自転車路若しくは歩行者専用道路（以下「自転車

歩行者専用道路等」いうう。）歩行者専用道路等」いうう。）歩行者専用道路等」いうう。）歩行者専用道路等」いうう。）の有効幅員の有効幅員の有効幅員の有効幅員

は、当該歩道等は、当該歩道等は、当該歩道等は、当該歩道等又は自転車歩行者専用道路又は自転車歩行者専用道路又は自転車歩行者専用道路又は自転車歩行者専用道路

等等等等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮

して定めるものとする。して定めるものとする。して定めるものとする。して定めるものとする。    

７７７７    歩道等歩道等歩道等歩道等又は又は又は又は自転車歩行者専用道路等自転車歩行者専用道路等自転車歩行者専用道路等自転車歩行者専用道路等の舗の舗の舗の舗

装は、雨水を地下に円滑に浸透させること装は、雨水を地下に円滑に浸透させること装は、雨水を地下に円滑に浸透させること装は、雨水を地下に円滑に浸透させること

ができる構造とするものとする。ただし、ができる構造とするものとする。ただし、ができる構造とするものとする。ただし、ができる構造とするものとする。ただし、

道路の構造、気象状況その他の特別の状況道路の構造、気象状況その他の特別の状況道路の構造、気象状況その他の特別の状況道路の構造、気象状況その他の特別の状況

によりやむを得ない場合は、この限りでなによりやむを得ない場合は、この限りでなによりやむを得ない場合は、この限りでなによりやむを得ない場合は、この限りでな

い。い。い。い。    

５５５５    歩道等歩道等歩道等歩道等又は自転車歩行者専用道路等又は自転車歩行者専用道路等又は自転車歩行者専用道路等又は自転車歩行者専用道路等の舗の舗の舗の舗

装は、雨水を地下に円滑に浸透させること装は、雨水を地下に円滑に浸透させること装は、雨水を地下に円滑に浸透させること装は、雨水を地下に円滑に浸透させること

ができる構造とするものとする。ただし、ができる構造とするものとする。ただし、ができる構造とするものとする。ただし、ができる構造とするものとする。ただし、

道路の構造、気象状況その他の特別の状況道路の構造、気象状況その他の特別の状況道路の構造、気象状況その他の特別の状況道路の構造、気象状況その他の特別の状況

によりやむを得ない場合は、この限りでなによりやむを得ない場合は、この限りでなによりやむを得ない場合は、この限りでなによりやむを得ない場合は、この限りでな

い。い。い。い。    

８８８８    歩道等歩道等歩道等歩道等又は又は又は又は自転車歩行者専用道路等自転車歩行者専用道路等自転車歩行者専用道路等自転車歩行者専用道路等の舗の舗の舗の舗

装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水は装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水は装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水は装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水は

けの良い仕上げとするものとする。けの良い仕上げとするものとする。けの良い仕上げとするものとする。けの良い仕上げとするものとする。    

６６６６    歩道等歩道等歩道等歩道等又は自転車歩行者専用道路等又は自転車歩行者専用道路等又は自転車歩行者専用道路等又は自転車歩行者専用道路等の舗の舗の舗の舗

装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水は装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水は装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水は装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水は

けの良い仕上げとするものとする。けの良い仕上げとするものとする。けの良い仕上げとするものとする。けの良い仕上げとするものとする。    

９９９９    第２項から前項までに定めるもののほ第２項から前項までに定めるもののほ第２項から前項までに定めるもののほ第２項から前項までに定めるもののほ

か、移動等円滑化のために必要な歩道等か、移動等円滑化のために必要な歩道等か、移動等円滑化のために必要な歩道等か、移動等円滑化のために必要な歩道等又又又又

はははは自転車歩行者専用道路等自転車歩行者専用道路等自転車歩行者専用道路等自転車歩行者専用道路等の構造に関するの構造に関するの構造に関するの構造に関する

基準につ基準につ基準につ基準については、規則で定める。いては、規則で定める。いては、規則で定める。いては、規則で定める。    

７７７７    第２項から前項までに定めるもののほ第２項から前項までに定めるもののほ第２項から前項までに定めるもののほ第２項から前項までに定めるもののほ

か、移動等円滑化のために必要な歩道等か、移動等円滑化のために必要な歩道等か、移動等円滑化のために必要な歩道等か、移動等円滑化のために必要な歩道等又又又又

は自転車歩行者専用道路等は自転車歩行者専用道路等は自転車歩行者専用道路等は自転車歩行者専用道路等の構造に関するの構造に関するの構造に関するの構造に関する

基準については、規則で定める。基準については、規則で定める。基準については、規則で定める。基準については、規則で定める。    

    （視覚障害者誘導用ブロック）（視覚障害者誘導用ブロック）（視覚障害者誘導用ブロック）（視覚障害者誘導用ブロック）        （視覚障害者誘導用ブロック）（視覚障害者誘導用ブロック）（視覚障害者誘導用ブロック）（視覚障害者誘導用ブロック）    

第７条第７条第７条第７条    歩道等歩道等歩道等歩道等、自転車歩行者専用道路等、自転車歩行者専用道路等、自転車歩行者専用道路等、自転車歩行者専用道路等、、、、

立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及

び自動車駐車場の通路には、視覚障害者のび自動車駐車場の通路には、視覚障害者のび自動車駐車場の通路には、視覚障害者のび自動車駐車場の通路には、視覚障害者の

移動等円滑化のために必要であると認めら移動等円滑化のために必要であると認めら移動等円滑化のために必要であると認めら移動等円滑化のために必要であると認めら

れる箇所に、規則で定める視覚障害者誘導れる箇所に、規則で定める視覚障害者誘導れる箇所に、規則で定める視覚障害者誘導れる箇所に、規則で定める視覚障害者誘導

用ブロックを敷設するものとする。用ブロックを敷設するものとする。用ブロックを敷設するものとする。用ブロックを敷設するものとする。    

第７条第７条第７条第７条    歩道等歩道等歩道等歩道等、自転車歩行者専用道路等、自転車歩行者専用道路等、自転車歩行者専用道路等、自転車歩行者専用道路等、、、、

立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及

び自動車駐車場の通路には、視覚障害者のび自動車駐車場の通路には、視覚障害者のび自動車駐車場の通路には、視覚障害者のび自動車駐車場の通路には、視覚障害者の

移動等円滑化のために必要であると認めら移動等円滑化のために必要であると認めら移動等円滑化のために必要であると認めら移動等円滑化のために必要であると認めら

れる箇所に、規則で定める視覚障害者誘導れる箇所に、規則で定める視覚障害者誘導れる箇所に、規則で定める視覚障害者誘導れる箇所に、規則で定める視覚障害者誘導

用ブロックを敷設するものとする。用ブロックを敷設するものとする。用ブロックを敷設するものとする。用ブロックを敷設するものとする。    

            附附附附    則則則則    

    この条例は、公布の日から施行する。この条例は、公布の日から施行する。この条例は、公布の日から施行する。この条例は、公布の日から施行する。    

    

    

    

    

                    理理理理    由由由由 

この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基

準を定める省令準を定める省令準を定める省令準を定める省令のののの一部改正一部改正一部改正一部改正にににに伴い伴い伴い伴い、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路

に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるととに係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるととに係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるととに係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるとともももも    

に、に、に、に、所要の規定の整備を行う所要の規定の整備を行う所要の規定の整備を行う所要の規定の整備を行う必要があるからである。必要があるからである。必要があるからである。必要があるからである。 


